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再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）
参考・出典　：日本経済新聞より

■　2020年以降　固定買い取り価格引き下げへ

経済産業省は再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度（FIT）で、

2020年度以降、太陽光発電（事業用）の固定買い取り価格を1kw/時あたり

14円から12円に引下げ

・安い価格で発電する事業者から順番に買い入れる「入札制」の対象も拡大

　（19年度のFIT認定件数（推計）500kw以上 90件　→250kw以上 1066件へ）

・高額買い取りによる育成から、コストを重視した競争促進へ軌道修正

・20年の通常国会で、FITの関連法の改正案提出を目指す

・改正案では中規模から大規模の太陽光や風力を念頭に、再生エネ事業者が

　自ら販売先を見つける代わりに市場価格に連動して一定の補助を受ける

　「ＦＩＰ」と呼ばれる新たな入札制を始める方針（開始時期未定）

■　「卒ＦＩＴ」家庭の太陽光争奪戦

「卒ＦＩＴ」対象の出力量

→23年までの累計で670万kw

　（原子力発電所6基分の発電量超える）

・大手電力各社　・・・7～9円で買い取り

・新電力　・・・大手より好条件のプランを用意

・電機、住宅メーカー

→ ・消費者との接点の拡大

　　・自社製品の販売（蓄電池 等）

　　・環境配慮型経営の推進

■　未稼働案件深刻 5割稼働せず

・17年4月　改正ＦＩＴ法施行、同年3月までに

　送電線を確保できない案件は認定失効

・18年12月　早期に運転可能な状態を

　整えない場合、買い取り価格を減額

・20年国会での改正案では一定期間後も

未稼働の場合、認定が自動失効へと見直し


